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拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを

賜り厚く御礼申し上げます。

さて、下記の書類をご送付させて頂きましたので、よろしくお取り計らい下さいます

ようお願い申し上げます。

敬 具

記

令和元年度定期総会委任状の提出のお願い

第一ブロック【第一回】合同研修会の事前ご案内

緊急事態宣言解除後の支部業務対応について

東税共栄会『口座振替利用先紹介制度』のご案内

★ 連絡文書メール配信受付中です！ 

メールアドレス densihaihu@nihonbashi-tax.jp

件名 「連絡文書送付方法について」 

本文  お名前、登録番号をご記入ください 



令和 2 年 6 月 12 日 

会員各位  

東京税理士会日本橋支部

支 部 長 坂下 眞一郎

総務部長 結城 昌史

令和元年度定期総会委任状の提出のお願い 

会員の皆様には、日頃より支部運営にご理解ご協力いただき誠にありがと

うございます。 

さて、既にご案内のように、当支部の令和元年度定期総会が下記のように

開催されます。本総会は、支部規則第２２条により会員の２分の１以上の出

席を必要としますので、まだ提出をされていない会員につきましては、定期

総会議案書に同封した委任状を早急に提出方お願いいたします。

総会終了後の懇親会は、新型コロナウィルス感染症の発生状況を鑑み、開催

しないことといたしました。何卒よろしくご理解のほど重ねてお願い申し上げ

ます。 

記

◆ 日 時  令和２年６月２２日（月）１５時３０分より

◆ 場 所  ロイヤルパークホテル ２Ｆ有明の間

中央区日本橋蛎殻町２丁目１番１号

03（3667）1111 

以 上 
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会 員 各 位

東京税理士会日本橋支部

研 修 部 長 渡 辺 英 樹 

東京税理士協同組合共催 

第一ブロック【第一回】合同研修会の事前ご案内

 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

緊急事態宣言は解除されましたが、事務所の在宅勤務や顧問先の給付金対応でお忙しい状況と思

います。会員の皆様におかれましてもご自愛のほど心よりお祈りしております。 

さて、5月 25 日に東京都における緊急事態宣言が解除され、経済活動の再開が見込まれる中です

が、従来の会場型の支部研修会は、毎回 100 名を超える会員の参加があり、新型コロナの第二波が

危ぶまれる中で、感染リスクが拡大すると言わざるを得ません。 

そのため、①研修会参加の会員の先生方の感染のリスクを無くすこと②研修会参加人数の大幅な減

少が見込まれ研修機会が損なわれること等の理由から、支部として持続可能な研修制度を確立する

必要があると考えます。今回 研修部と情報システム委員会で協力し、YouTubeを利用したマルチ

メディア研修を皆様に提供することにしました。

会員の皆様には、オンラインによる研修会となりますので、パソコン・スマートフォン・タブレ

ット等いずれかのご準備を頂く形となります。大変ご面倒をお掛けしますがご理解の程、よろしく

お願い致します。第一段として、オンラインによる第 1回第一ブロック合同研修会を下記のとおり

開催いたします。【オンライン研修会受講方法】に基づき、受講をお願い致します。    以上

記

 １． 日 時  令和２年６月１６日（火）～７月７日（火）の３週間配信予定

 ２． 場 所  オンライン研修会（ﾊﾟｿｺﾝ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ、ﾀﾌﾞﾚｯﾄにて視聴） 

 ３． 講 師  税理士 太田
お お た

 達也
た つ や

 先生 （公認会計士・税理士）  

４． 内 容  「 新型コロナの影響による景気後退下における税務・会計」 

1部 株主総会等の取扱い（約 60 分） 

2 部 会計上の諸問題  （約 60 分） 

3 部 税務上の諸問題  （約 60 分） 

 ※上記研修は東京税理士会のオープン研修としても配信予定です。第一ブロック合同研修会

を受講し、受講申請登録をした場合は、オープン研修での登録申請は行わないようお願い申し

上げます。 

【オンライン研修会受講方法】（事前申込不要）

１ 日本橋支部から開催案内通知メール（6月 16日送信予定）に記載します指定 URLから直

接 YouTubeに繋がります。（支部にメールアドレスを登録していない方は、支部ホームペ

ージ会員サイト「Member’s NEWS 会員専用ページお知らせ ログインパスワード TTAN」

から受講をお願いします。次回以降は３の受講登録によりメール送信が可能です）

２ 指定 URL で研修会を受講（レジュメのダウンロードも指定 URL にて行えます）下さい。

３ 受講終了後、受講確認 URL をクリックし ①税理士登録番号 ②氏名 ③メールアドレス

を入力し、さらに「〇視聴しました」の〇をクリック（〇→●となります）しますと 3時

間の申請となります。（配信期間のみの登録申請受付となりますのでご注意下さい） 
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会員各位 

東京税理士会日本橋支部

支 部 長 坂下 眞一郎

総務部長 結城 昌史

緊急事態宣言解除後の支部業務対応について

 政府による緊急事態宣言が解除されたことを受け、支部業務対応を下記の通り一部変更

いたします。なお、政府から引き続き接触機会の低減等の取組み要請があることから、感染

防止対策を講じた運用となりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

当面の対応期間 ６月１日～６月末日

事務局開室期間 午前１０時～午後４時

電話応答時間 午前１０時～午後４時

事務手続 対象者 対応 

変更登録申請手続 会員 郵送受付

販売（領収書等） 会員 窓口※

※三密による感染拡大を避けるため、ご来局の際は、事前にご連絡をくださいますようお願

い申し上げます。事務局 ＴＥＬ：０３－３６６２－３９７９

※登録申請等の各種の諸手続きにつきましては、感染リスク低減のため引き続き郵送によ

る対応を継続しております。

※今後、再度の緊急事態宣言が発出された場合、解除前の会務対応に戻ることとしておりま

すが、政府、東京都の方針に従い随時検討してお知らせいたします。

以上






